
 - 1 - 

 

第２４期 軽井沢町農業委員会 第５回 総会議事録 

 

発言者 内          容 

 

 

青木事務局長 

 

 

市村初仁会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

市村初仁議長 

 

 

青木事務局長 

 

 

（開会：１３時３０分） 

 

 委員の皆様、ご苦労さまでございます、定刻になりましたので、第５回総会を

始めたいと思います。開会にあたりまして、会長よりあいさつをお願いします。 

 

皆様、ご多忙の中、お集まりいただきましてありがとうございます。第２４期の

農業委員会も第５回目の開催となりました。 

今年は新型コロナウイルスの関連もあり、各行事が中止、規模縮小している状況

で、先日開催されましたボーリング及び親睦会や農業委員大会、視察研修には多

くの委員の皆様にご参加いただきありがとうございました。各種の行事等を通じ

て委員各々の連帯感や農業制度の知識、研鑽の向上が図ることができれば、２４

期の農業委員会のステータスも維持され、更なる活性化につながってくるのでは

ないかと考えております。 

農業委員と推進委員は共に地域のリーダーとして期待されており、日頃から農地

確認などの活発な現場活動を通じて、遊休農地解消のために、農地所有者と地域

の担い手、新規参入者とのマッチングを行っていただき、農地の有効活用実現が

委員には求められております。 

これらの「農地利用の最適化」を推進していく活動を続けていくことが大切であ

り、最適化推進活動の具体的な取り組みとして農地の貸し借り、権利移動による

利用集積と集約化、農地中間管理機構と連携し耕作放棄地の発生防止と解消並び

に農業後継者の確保のため新規就農及び定年帰農者による担い手の確保等につ

きましてもご協力をお願いしたします。 

後ほど、農協（ＪＡ佐久浅間）関係につてもご説明しますが、本日は農業農村支

援センター及び町の農政関係については欠席でございます。 

それでは第２４期軽井沢町農業委員会第５回総会を開催いたします。 

 

ありがとうございました。それではまず議事進行を行う議長についてですが、軽

井沢町農業委員会 会議規則第６条の規定により総会の議長は、会長が行なうこ

とになっておりますので、よろしくお願いします。 

 

規定により、私が議長を務めることになっておりますので、議事を進めさせてい 

ただきます。事務局より、会議成立の報告をお願いします。 

 

農業委員総数１４名中、１３名の出席でございます。荒井龍介委員より欠席の報

告がございました。農地利用最適化推進委員７名中、６名の出席です。井出千惠

子推進委員より欠席の報告がございました。軽井沢町農業委員会会議規則第５条
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市村初仁議長 

 

 

 

委    員 

 

市村初仁議長 

 

 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

により、本総会が成立します事を報告します。 

 

次に、３の議事録署名人の選任についてですが、軽井沢町農業委員会 会議規則 

第１４条議席番号６番の坂本雄樹委員と議席番号１２番の佐藤豊委員の２名に 

お願いします。 

 

次に４の事業報告について、事務局より報告願います。 

 

それでは、お手元の次第 1 ページの１０月２６日から１１月１８日までの行事等

について、報告いたします。 

１０月２６日（金）に第２４期軽井沢町農業委員会第５回総会を開催しました。 

１１月１１日（金）第５回長野県農業委員会大会を開催しました。 

１１月１６日（月）に町農業委員会１１月役員会を開催しました。 

１１月１８日（水）に町長期振興計画審議会を開催いたしました。 

１１月１９日（木）~２０日（金）町農業委員会視察研修を実施しました。 

続いて２ページの（２）土地処分結果の①許可分ですが、２件ございまして、

１件目が農地法第 条で、   地区の、    さん、について、 年 月 日

付長野県指令 佐農第 号の   、    で許可となっております。２件目

が同様に農地法第 条で、   地区の、   さん、について、 年 月 日

付長野県指令 佐農第 号の   、      で許可となっております。 

事業報告は以上でございます。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より事業報告がございました。 

事業報告について、質問等はございませんか。 

 

 

 なし 

 

無いようですので、次に５の会議事項に入ります。 

議案第１号番号１、２、３「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」

を議題にします。なお、当案件については、譲渡人が同一である為、まとめて審

議いたします。 

それでは、事務局より説明願います。 

 

議案第１号番号１から３「農地法第３条第１項の規定による許可申請」について

を説明いたします。 

次第は、３ページ、補足資料は１ページから２７ページをお願いします。 

     でございます。 

農地法第３条第１項のただし書きによる許可不要には該当しませんので、許可申

請が必要となります。町の用途地域区分は、      で、農地法による農地
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区分は       になります。 

それでは、申請書に基づき説明させていただきます。 

番号１について、申請人の氏名ですが、譲渡人は、   との   となりまし

て 、           に    の あ る 、        、                       

のある       でございます。譲受人は、         のあ

る       、      です。 

次 に 、 ２ の 許 可 を 受 け よ う と す る         で す

が、        、       、         、 、           

です。 

権利設定の内容は、  による      になります。 

続いて番号２についても譲渡人は同様に        となります。譲受人は 

      のある、     、  です。 

次に、２の許可を受けようとする土地の所在等ですが、   、       、 

        、       です。 

権利設定の内容は、  による       になります。 

続いて番号３についても譲渡人は、同様でございまして        でござ

います。譲受人は、        に  のある、      、  です。 

次に、２の許可を受けようとする土地の所在等ですが、    、      、 

    、です。 

権利設定の内容は、  による    になります。 

次に許可基準と一般記載事項について順次説明させていただきますので参考に

して下さい。ハンドブック３－１と３－１０になります。 

農地法第３条第２項第１号の利用状況関係につきましては、番号１から３の譲受

人の非耕作地はなく、すべての農地について全部耕作することになっており問題

はないと思われます。 

次に作物ですが、番号１の      は水稲、キャベツ、レタス、そばを作付

する内容になっています。 

大型農機具関係ですが、トラクター６台、トラック６台、移植機２台、マルチャ

―１台、ブームスプレヤー１台、ホイールローダ１台となっています。 

農作業に従事する者関係についてでございますが、常時３名と臨時７名となって

おります。 

次に権利設定する農地までの距離と時間ですが、３㎞、車で 7分、となっており

ます。 

次に、農地法第３条第２項第４号関係の農業への従事状況は、年間１８０日から

２５０日間となっており常時従事しない場合の権利取得制限には該当いたしま

せん。 

番号２の      は水稲、トマト、野沢菜、花豆を作付しております。 

次に大型農機具関係ですが、トラクター１台、耕運機１台、田植え機１台、ハー

ベスタ１台、稲刈り機１台、となっています。 

次に、農作業に従事する者関係についてでございますが、常時１名と臨時２名と
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なっております。 

次に権利設定する農地までの距離と時間ですが 0.7㎞、車で２分、 

となっております。 

次に、農地法第３条第２項第４号関係の農業への従事状況は、年間２４０日間と

なっており常時従事しない場合の権利取得制限には該当いたしません。 

番号３の      水稲、キャベツ、レタスを作付しております。 

次に大型農機具関係ですが、トラクター６台、バインダー１台、田植え機１台、

ハーベスタ１台となっています。 

次に、農作業に従事する者関係についてでございますが、常時４名と臨時２名と

なっております。 

次に権利設定する農地までの距離と時間ですが 0.4㎞、車で 1分、となっており

ます。 

次に、農地法第３条第２項第４号関係の農業への従事状況は、年間２４０日間と

なっており常時従事しない場合の権利取得制限には該当いたしません。 

続いて３名の共通事項でございますが、農地法第３条第２項第３号関係の信託契

約の関係ですが、該当しません。 

次に、農地法第３条第２項第５号関係の権利取得後の経営面積状況関係（下限面

積）ですが、問題はございません。次に、農地法第３条第２項第６号関係の借り

受地の転貸制限ですが該当しません。 

次に、農地法第３条第２項第７号関係の周辺地域との関係につてですが、これま

でも農地として利用しており、今後も同様に農地として利用し、また、農薬の使

用方法等については地域の防除基準に従う、となっております。 

以上により議案第１号番号１、２、３は、許可できない場合に該当しません。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、議案第１号 

番号１、２、３について担当委員より説明願います。 

 

委員番号１０番の市村正喜が議案第１号番号１、２，３について説明します。 

さきほど事務局から説明がございましがた、所有者である      さんから 

相談を受けまして、      に    と私と推進委員の中里の３名で立会 

を行いました。土地は全て茂沢の集落周辺にあります。土地は        

と     の共有になっておりますが、  は        があったわけ

ですが、       、いっそうのこと       から       の 

  にしたほうが良いとの話がありました。いざその話を進めようとしましたが 

      もありましたもので、           に      とな

ったわけでございます。   の       は     から    まで 

       を     おりまして、          が     か

ら                を行っておりました。    の      

ついては、          、         関係で、農地は          

していました。      は    が      
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      がございます。 

の      でございますが、      の前の     でございまし

て、       となっておりますが、当該地の   に     が  す

る   がございます。          、     の    から   

  までの         為、ずっと  を行っていた関係もあり、譲渡す

るなら      になるとの話がありました。この    に      に

も    、畑や田で活用して経営していく確認がとれたので、番号１から３ま

での案件につきましては問題ないと判断しました。皆様のご審議をお願いいたし

ます。以上、補足説明とさせていただきます。 

 

ありがとうございました。 

中里晃推進委員、補足説明はございますでしょうか。 

 

なし 

 

ただ今担当委員より説明がございましたが、先ほどの事務局よりの説明と併せ 

て、議案第１号番号１、２、３についてご意見のある方はお願いします。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。（他にございませんでしょうか。） 

ご意見がないようなので、議案第１号番号１、２、３につきまして採決を行いま 

す。賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので議案第１号番号１，２，３を原案ど

おり可決いたしました。 

よって、議案第１号番号１、２，３は、許可相当として県知事に意見を送付しま

す。 

次に、５条関係になりますが、議案第２号番号１を議題にします、事務局より説

明願います。 

 

議案第２号番号１について説明をいたします。次第４ページ、補足資料２８ペー

ジから３８ページ、をお願いします。 

      でございます。 

譲渡人は、            に   のある、      です。 

譲受人は、        のある、        、      です。 

申請の所在地は、     、     、     番 で、地目は、 で、

面積は、    です。 
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場所でございますが、補足資料３０ページに位置図がございますが、    よ

り  に        となります。 

転用の目的ですが、譲受人である       は         において 

       を行っており、           は       がござ

います。        でありますが、        が少なくなっている

状況下であったところ、譲渡人である      と協議の上、当該地において 

         することに至ったことが経緯でございます。権利設定の内容

は、  による、     になります。 

町の用途地域区分は、      で、農地法による農地区分は、     に

なります。 

それでは農地転用の一般基準について説明させていただきます。 

ハンドブック４－２０ページになりますので、参照してください。 

農地法第５条第２項第３号の 資力・信用については、土地代金が、    円、

建築費、造成費等が       円、  で、     円、となっています。 

資金の調達方法ですが、     で、       が、提出されております。 

利害関係につきましては抵当権、その他権利等は設定されておりません。 

次に（施行規則第５７条第１号）の申請地の利用の迅速性ですが、工事計画では、

許可後から      までが、工事期間で、概ね１年以内となっており、問題

ないと思われます。 

次に、施行規則第５７条第２号他法令の許認可等については、該当いたしません。 

次に（施行規則第５７条第２号の２）行政庁との法定協議については、町の地域

整備課、環境課、上下水道課及び農林振興係とは協議済みです。 

次に（施行規則第５７条第３号）の農地等以外の            が、

配置図等で計画を確認し問題ないと思われます。 

次に（施行規則第５７条第４号）の申請地の計画面積については、現地の状況や

配置図を見る限り問題無いと思われます。 

次に（施行規則第５７条第５号）の土地の造成のみを目的としておりませんので、

問題ありません。 

次に（農地法第５条第２項第４号）の周辺の農地等に係る営農条件への支障につ

いては、被害防除措置が提出されております。 

また、（農地法第５条第２項第５号）の一時転用ではありません。 

以上により議案第２号番号１については、許可できない場合に該当しません。 

 

ありがとうございました。ただ今事務局より説明がございましたが、議案第２号 

番号１について担当委員より説明願います。 

 

番号６番の坂本が説明します。場所はさきほどの事務局説明の通りでござ 

います。今回の事案については以前から所有者より話を伺っておりました。先週 

の終わりに、堀川委員とともに話を伺いました。元々、       でござい 

まして、       からここまで      にきて、  していたとの 
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土屋史彦会長代

理 

 

 

ことです。昨年、     、      で   もとれないということで、 

譲受人との協議が始まったとのことです。周りは既に住宅化している状況でもご 

ざいますので、仕方ないのではないかとの判断となりました。以上、ご審議のほ 

どよろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。堀川推進委員、補足説明はございますでしょうか。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 

ご意見がないようなので、議案第２号番号１につきまして採決を行います。  

賛成の方は挙手願います。 

 

全員挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので議案第２号番号１を原案どおり可決

いたしました。 

よって、議案第２号番号１は、許可相当として県知事に意見を送付します。 

次に、議案第３号番号１及び２「非農地の判断について」を議題にします。 

なお、１及び２は申請者が同一である為、まとめて審議を行います。 

事務局より説明願います。 

 

議案第３号番号１及び２について説明をいたします。次第５ページ、補足資料３

９ページから４２ページ、をお願いします。 

所有者からの申し出に伴う非農地の判断につて審議をいただくものです。 

申請者は、    、    、      に住所のある、     です。 

土地の所在は、     、    、      、      で、地目は、 

  、     は、       です。 

場所につきましては、添付の資料４１ページに位置図がございますが、     

          に位置し、        してございます。判断の理由

は、山林化しているため、となります。 

以上、ご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

非農地の判断について、担当委員より補足説明ございますか。 

 

２番、土屋史彦が補足説明を行います。資料は４０ページをご覧ください。面積

は         です。         は公図上ですぐ分かりますが、 

       番  は  になりまして、確認が難しいのですが、   とな

っている箇所でございます。        でございましたが、    した
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市村初仁議長 

関係で、       の部分が残地になりました。この水路の所有も     

   の所有になります。現地を      に確認しまして、       

              している  でございまして、     なんで

すけれどもそれ以外は全て山林化しておりますので、耕作するには難しい土地 

であり、非農地と判断いたしました。以上、皆様のご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。ただ今担当委員より説明がございましたが、 

先ほどの事務局よりの説明と併せて、議案第３号番号１及び２、についてご意見

のある方はお願いします。はい、堀川委員 

 

番号２の関係ですが、該当箇所は、        と説明されておりましたが、

公図上では        が該当箇所ではないでしょうか。 

 

はい、土屋史彦会長代理 

 

公図上で見えにくい箇所ではございますが、    の横に      の  

があり、そこが該当箇所でございます。 

 

よろしいでしょうか。ご意見がないようなので、議案第３号番号１及び２につき 

まして採決を行います。 

賛成の方は挙手願います。 

 

挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので議案第３号番号１及び２を原案どお

り可決いたしました。 

よって、非農地通知を交付します。 

続いて同様に議案第３号番号３を議題といたします。事務局より説明願います。 

 

議案第３号番号３について説明をいたします。 

次第５ページ、補足資料４４ページから４６ページ、をお願いします。 

所有者からの申し出に伴う非農地の判断につて審議をいただくものです。 

申請者は、              のある、         です。 

土地の所在は、      で、地目は、 で、合計面積は、     ㎡です。 

場所につきましては、添付の資料４５ページに位置図がございますが、     

     にございます、      、  に隣接している箇所でございます。 

判断の理由は、山林化しているため、となります。 

以上、ご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。非農地の判断について、担当委員佐藤寛治委員よ 



 - 9 - 

 

 

担当委員 

 

 

 

 

 

市村初仁議長 

 

 

 

委員 

 

市村初仁議長 

 

 

 

委     員 

 

市村初仁議長 

 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市村初仁議長 

 

 

 

り補足説明ございますか。 

 

４番、佐藤寛治が補足説明を行います。場所はさきほどの事務局説明の通りで 

ございます。      に私と岩井委員、成田推進委員、事務局の加瀬主査 

との現場立会を行いました。     に接しており、南側には農地はございま

せん。当該地も山林化しており問題ないと判断します。皆様のご審議の程よろし

くお願いいたします。 

 

ありがとうございました。ただ今担当委員より説明がございましたが、先ほどの 

事務局よりの説明と併せて、議案第３号番号３、についてご意見のある方はお願 

いします。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 

ご意見がないようなので、議案第３号番号３につきまして採決を行います。 

賛成の方は挙手願います。 

 

全員挙手 

 

ありがとうございました。賛成全員ですので議案第３号番号３を原案どおり可決

いたしました。よって、非農地通知を交付します。 

次に、議案第４号「軽井沢町農用地利用集積計画について」を議題にします。 

事務局より説明願います。 

 

議案第４号「軽井沢町農用地利用集積計画について」説明します。 

次第６頁から７項、補足資料は、４７頁をお願いします。 

軽井沢町長より、農業委員会長あてに、軽井沢町農用地利用集積計画について、

農業経営基盤強化促進法第１８条に基づき、農業委員会決定の依頼がございまし

たので、審議をお願いいたします。 

１２月の公告分でございますが、中間管理が１件、２筆、面積が４，５９４ 

㎡、内訳は、畑、４，５９４㎡です。集積計画及び申請書につきましては補足資

料のとおりですので、確認をお願いいたします。 

同法の第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

以上、ご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。審議の前にお知らせいたします。議案第４号について

は、農業委員会に関する法律第３１条の議事参与の制限に当りますので、土屋史

彦会長代理、の一時退席をお願いします。 
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委     員 

 

市村初仁議長 

 

 

 

 

委     員 

 

市村初仁議長 

 

委     員 

 

市村初仁議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

 

市村初仁議長 

 

委    員 

 

 

土屋史彦会長代

理 

 

市村初仁議長 

 

委     員 

退席（土屋史彦会長代理） 

 

農業委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項につ

いては、その議事に参与することができない事になっています。 

それでは、議案第２号、軽井沢町 農用地利用 集積計画の１２月公告分について、

ご意見のある方はお願いします。 

 

なし 

 

よろしいでしょうか。 

 

なし 

 

ご意見がございませんので、農用地利用集積設定につきまして、原案どおり決定 

いたします。よって、議案第４号軽井沢町農用地利用集積計画１２月公告分につ 

いて、軽井沢町長へ、決定意見を送付します。土屋史彦委員の復席を認めます。 

          （委員 復席後） 

土屋史彦委員に申し上げます。農用地利用集積設定について、決定しましたので、

お知らせします。 

次に、報告第１号「農地法施行規則第２９条第１項の規定による届出書」につ

いてを議題とします。事務局より説明願います。 

 

次第８ページ、補足資料は４８から５６ページをお願いいたします。 

報告１は      からの届出でございます、所在地は、     、   、 

      、地目は 、面積は      です。令和元年１０月に発生した 

台風災害により農業用倉庫が全壊した為、農業用資材、トラクター、トラック等 

の倉庫    を新設することを目的に「農業用施設に供する事」の届出書提出 

がございましたことをご報告いたします。 

 

ありがとうございました。届出について、担当委員より報告願います。 

 

推進委員の中里が報告第１号について補足説明をいたします。      に 

現地にて       説明を受けました。昨年の１０月の台風１９号により、

倉庫裏の土砂が崩れ、倉庫が全壊したとのことでございます。今回はその原状復

帰ということで説明を受けました。農業経営では農業用倉庫は必要不可欠と考え

ます。皆様のご審議をお願いいたします。 

 

ありがとうございました。報告事項ですが何かございますか。 

 

なし 



 - 11 - 

 

市村初仁議長 

 

 

土屋史彦会長代

理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市村初仁議長 

 

 

委     員 

 

市村初仁議長 

 

 

青木事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしいでしょうか。なければ次に６、のその他事項に進みます。（１）のＪＡ

佐久浅間関係について、土屋会長代理よりお願いします。 

 

それでは JA 関係につきまして、野菜の出荷状況を申し上げます。１１月２０日

現在の状況でございますが、キャベツ３３１，９７６ケース出荷、単価は１，１

３３円、金額は３７６，１５１，３６０円でございます。前年対比として数量が

８８％、単価１２６％、金額１１１％でございます。続いてレタス（１０キログ

ラム）９３，９１７ケース出荷、単価は１，３３０円、金額は１２５，６１５，

１５０円でございます。前年対比として数量が８１％、単価９９％、金額８０％

でございます。続いてレタス（５キログラム）６９０ケース出荷、単価は９４０

円、金額は６５３，６００円でございます。前年対比として数量が２９％、単価

９７％、金額２８％でございます。白菜（１２キログラム）１０，６４０ケース

出荷、単価は７６０円、金額は８，１４５，６００円でございます。前年対比と

して数量が４７％、単価１０９％、金額５１％でございます。白菜（１５キログ

ラム）９，１９０ケース出荷、単価は８８０円、金額は８，１０４，４２０円で

ございます。前年対比として数量が１５９％、単価８７％、金額１３９％でござ

います。合計でございますが、５４３，９７０ケース出荷、単価は１，１１０円、

金額は６０８，５５９，８３０円でございます。前年対比として数量が８４％、

単価１１６％、金額９８％でございます。 

 

ありがとうございました。JA 佐久浅間（農協）関係で何かお聞きしたい点がご 

ざいますか。 

 

なし 

 

無いようですので、次に（２）は省略し（３）次に進みます。（４）の農業委員 

会事務局関係について説明願います。 

 

次第の９ページをお願いします。 

（４）事務局関係について 

ア 当面の会議・行事日程等について 

○町議会定例会１２月会議（会長） 

 １２月３日（木）１０時から 役場３階 議場 

   ○農業委員会１２月役員会 

    １２月１６日（水）１３時３０分から 役場２階 第９会議室 

   ○第２４期軽井沢町農業委員会第６回総会 

    １２月２３日（水）１５時から 役場２階 第３・４会議室 

    総会終了後：１６時３０分から 第３・４会議室で第２３期・第２４期委員写真撮影 

    ※第２３期退任委員は１６時２０分までに役場２階第９会議室に集合 
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○令和２年軽井沢町農業委員会委員改選に伴う歓送迎会兼忘年会 

１２月２３日（水）１７時４５分から ホテルサイプレス軽井沢 会費：６千円（写真代込み） 

バス１７時２０分役場発 １７時４５分開宴「ホテルサイプレス軽井沢」 

出席範囲：町長、第２３期・第２４期農業委員、第２３期・第２４期農地利用最適化推進

委員、観光経済課長、農林振興係長、農業農村支援センター、農業委員会事務局 

    ○農業委員会１月役員会 

    令和３年１月１８日（月）１３時３０分から 役場２階 第９会議室 

    ○佐久地域選出長野県議会議員との農政懇談会（会長） ※懇親会あり 

    令和３年１月２２日（金）１５時から 佐久市 佐久グランドホテル 

    ○第２４期軽井沢町農業委員会第７回総会 

    令和３年１月２９日（金）１３時３０分から 発地市庭予定 

    ○農業者等との意見交換会（新規就農者との意見交換を実施予定） 

    令和３年１月２９日（金）１５時３０分から 発地市庭予定 

    １７時２０分から懇親会兼新年会（発地市庭予定） 

イ 配布資料について 

  全国農業新聞普及推進一覧表（令和２年１１月１日現在） 

 この表ですと、目標部数に到達しておりませんが、先日、発行元の農業会議か

ら本年度の申込期限が迫っている連絡を受けまして、新任委員の皆様へ改めて

周知をさせていただいたところ、申し込みに応じていただいた方の部数を合わ

せると目標部数の７４部に到達することができました。軽井沢町は県下でも唯

一、達成している市町村でございますので、皆様のご協力に感謝申し上げる次

第でございます。目標部数は達成することはできましたが、引き続き委員の皆

様は農業者への加入を推進する立場にもございますので、各地区で未加入の方

がいらっしゃいましたら、呼びかけをお願いいたします。 

 次に、農業者年金加入推進ニュースです。こちらも引き続き、加入推進活動を

よろしくお願いいたします。 

なお、各地区の加入対象者の名簿につきまして、事務局までお問い合わせいただ

ければ、情報提供をいたしますので、お願いいたします。 

 次に農耕作業用トレーラに対する軽自動車税種別割の課税についてでござい

ますが、こちらについては、農耕トラクタにけん引しているトレーラにつきまし

て、道路運送車両法施行規則の改正により小型特殊自動車としての位置付けがな

されたことから、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったもの

が、軽自動車税種別割の課税対象へと移行しましたので周知させていただきま

す。別紙のガイドブックに掲載されている諸条件をご確認の上、該当者につきま

しては税務課にて変更手続きが必要となります。 

なお、当案件につきましては広報１２月号に詳細については掲載予定でございま

すことを併せてご案内いたします。 

 最後に２０２１年版の農業委員手帳・推進委員手帳をお手元に配布してござい

ますのでご活用ください。 

      事務局関係は以上でございます。 
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市村初仁議長 

 

委    員 

 

市村初仁議長 

 

委    員 

 

議    長 

 

 

 

 

 

 

ただ今の説明につきましただ今の説明につきまして、ご質問等ございましたらお願いします。 

ます。 

なし 

 

その他、全体を通して何かございますか。 

 

なし 

 

それでは、第２４期軽井沢町農業委員会第５回総会を閉会といたします。 

大変お疲れ様でした。 

 

 閉会  １４時４０分 

 

 

 


